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米国におけるインテリジェンスと法

一Totten事件連邦最高裁判決からTenetvDoe事件連邦最高裁判決に

至るスパイ契約に基づく判例法理の展開一

永野秀雄

施するために必要なものと認識しており、中央

情報局長官（DirectorofCentrallntelligence）

に、諜報活動やその他のインテリジェンス活動

によって情報収集を行う権限を付与するととも

に、同長官に情報源を保護し、不当開示を防ぐ

方法を定める責任を課している９１．

インテリジェンス活動は、国家の安全保障や

外交政策の根幹にかかわる活動である。このた

め、スパイ契約等に基づく債務不履行請求を、

政府が私人と締結する通常の政府契約に関する

紛争処理として扱うことはできない。そもそも、

その契約の存在や合意された行為自体が、国家

機密にかかわっているという特殊性がある。

過去、100年以上にわたり、連邦最高裁判所

は、スパイ契約や機密工作活動に関する契約に

基づいて、連邦政府に対する訴訟を提起するこ

とを禁止してきた。1876年、連邦最高裁判所は、

スパイ契約に基づく報酬等の不払を理由とした

債務不履行が請求された事件について、このよ

うな訴訟の提起そのものが黙示的に秘密保持に

合意している契約に違反するばかりでなく、そ

のような事件の本案審理が認められることにな

ると、国家安全保障に潜在的な脅威となること

からＩＣＩ、却下すべきであるとする判決を下した。

これが、TottenAdm,ｒｖ・UnitedStates事件連邦

最高裁判決皿）（以下、「トッテン事件判決｣）であ

る。

この判例法理は、その後、中央情報局（CIA）

とスパイ契約等を締結した外国人のアンダー・

カバー・エージェントが、契約違反や連邦憲法

上の適正手続違反を理由に訴訟を提起したとき

に、訴えそのものを却下する法理として機能し

Ｉ．はじめに

インテリジェンス活動は、国家が国家安全保

障および外交政策を遂行する上で、欠か

すことのできないものである！)。わが国政府も、

必要に応じたインテリジェンス活動を行ってい

る2)。

本稿では、米国政府との間でスパイ行為や破

壊工作活動などの遂行を合意した者（主に外国

人）が、その報酬やその後の待遇等に関して、

契約違反を主張して米国の裁判所に訴訟を提起

した場合、どのような司法判断が下されること

になるのかを検討する。このような訴訟は、わ

が国では例がないので、参考になる3)。

米国政府が、このインテリジェンス活動を日々

行っていることは、広く知られている⑪。その法

的根拠については、合衆国憲法では、特に明文

を設けていないものの、通常は、外交政策と軍

事活動に関する諸条項によって認められている

と考えられている。外国政府の情報や動向に関

する情報を収集することは、大統領が外交政策

を遂行するための重要な活動の一部であり5)、そ

の権限は、憲法上、条約を締結し、大使を任命

するという合衆国憲法２条の大統領権限から導

き出すことができるという`)。また、大統領は、

軍の最高司令官であることから７)、連邦政府によ

る情報収集活動と機密工作活動の実施について

は、この大統領の軍最高司令官としての権限に

含まれるとされている8)。

また、これらのインテリジェンス活動は、連

邦法上のさまざまな立法に、その具体的な根拠

をもっている。特に、1947年国家安全保障法は、

インテリジェンス活動について、外交政策を実
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てきた。

このように、トッテン4｢件1{'1決の法理により、

スパイ契約等に基づく伎務不脳行請求が認めら

れないことから、憲法上の適ilﾐ手続保障違反を

Jl1ll-llに訴訟を提起し、連邦蛾,師iliまで争われた

』､:件が登場した。それが、2005ｲ1魚のTenetv・Ｄｏｅ

ｌｉ件最高裁判決'2）（以卜、「テネット創刊'|:述邦最

高裁判決」という）である。この判決では、ト

ッテン訴件判決の法理により、スパイ契約等に

基づいて訴訟を提起することは、従来から却下

されてきた報酬等の不払をIMlII1とした諮求のみ

ならず、連邦憲法上の適''二手続保陣すら受けら

れないことが明らかになった。

このため、スパイ契約に雄づく契約履行に不

満をもつ元スパイや秘密_'二作I11hIji者は、CIAをは

じめとした行政機関|ﾉﾘ部の不I11iillI立手続におい

てのみ、その請求ができることになる。しかし

ながら、この不服｢１１立手続が｝分に機能してこ

なかったからこそ、テネットIli:件は起きた。し

たがって、このような判例法理は、米国の情報

機関のためにスパイ行為や,機密工作活動を行お

うとする者の意欲を削ざ、逆に米lrlの国家安全

保障政策にマイナスの影響を及ぼす恐れもある。

以下では、まずトッテンィド件)|;'|決とこれに続

く19世紀のＤｅＡｍａｕｄｖ・UnitedStates卿'二》lHll決

を見た後、現代のCIA関述のﾘﾄﾞ件にトッテン事件

判決の法理が適１１１された判例を兇ていく。その

のち、テネット事件迎）;Ｍ１〔,｢li蛾lI11l決の効果を検

討することにする。

Totten）氏が、ロイド氏と大統領との間で交わ

した約束に基づく支払いが不十分であるとして、

連邦請求裁､|;'１所に、故ロイド氏の貢献に応じた

対価の請求を求めたのが本件である'3)。

１行1裁､lHllw7は、故ロイド氏は、大統領との契約

に錐づいて、南部の反乱軍が支配する地域に恨

入し、’106争''１すべてのﾉﾘ111Mそこにとどまって１１１｛

報を収集し、週IAI:それを大統領に送付した。しか

し、戦争終結時に、彼に対しては実際に要した

経闘が払い灰されただけであったと認定したし'１。

しかしながら、ｌＴｉ１裁判ﾉﾘTは、大統領にこのよう

な契約を締結する権限はないとして、相続人の

請求を却下した'６１。

これに対して、上訴審である連邦最高裁判所

では、大統領は、合衆国の敵に対してスパイ行

為を行うために,Iikロイド氏を雇用する権限があ

ると1《'|示した。１，珊裁jI1ll所は、さらに、大統領

には、このようなＩＩｌｉ報収集を目的として対llliを

支払う契約に」ILづいて、故ロイド氏に直接に対

価を支払う権限があると判示している16)。

連邦最高裁判所は、このように大統領の権限

を認める一方で、果たして当該契約に基づく請

求を訴訟で争うことができるか否かが争点であ

るとして、この契約の性質を検討している。そ

して、①本契約に基づく業務は秘密業務である

こと、②求められた情報は、秘密裏に取得され

るべきものであったこと、③情報は、私的に通

信されるべきものであったこと、④この)鮒】関

係も業務そのものも、秘密保持がなされるべき

であったこと、⑤この契約当事者双方が、お互

いにこの件にMjして永久に秘密を守ることを了

解していたと考えられることに特徴があると判

示した'7)。

さらに、戦争の遂行や外交関係に影響する１１：

柄に関して、秘祷裏に行われる行為については、

このような契約の性硬は黙示的に含まれるもの

であって、もしも当該業務が開示されれば、政

府の公的総務を危険にさらし、紛糾させ、また

は、そのエージェントＩＩＭ人を危険にさらし、場

合によっては、そのエージェントとしての性桁

を損なわせるものである、と判示している。

そして、述邦岐高裁判所は、このような業務

は政府にとって不可欠であるが、エージェント

Ⅱトッテン事件判決の法理

Ａトッテン事件連邦最高裁判決

トッテン事件は、以下のようなﾘﾄﾞ実関係に基

づく歴史的な事件である。リンカーン大統領は、

南北戦争･の最中、ウイリアム．Ａ・ロイド

(WilliamAUoyd）氏に対して、この戦争に勝

利するために、南部に侵入して必要なilf事関連

情報を収集するように'八'１１Jした。火統慨は、ロ

イド氏に対,して、この業務に対する報illlllの支払

いを約束し、同氏はこれを承諾した。ロイド氏

は職責を果たしたものの死亡したため、１９ぴ大

統領に会うことはなかった。その後、ロイド氏

のﾄⅡ続人であるイーノック・トシテン（Enoch
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かしながら、連邦最高裁は、本件について、請

求そのものが時効により認められないとして、

トッテン事件判決に言及する必要がないと判示

し、この請求を却下している湖)。

が、自らが果たした業務において、本来の報酬

よりもより大きな報酬に値する働きをしたり、

重大な不利益にさらされたことにより、その対

価の報酬を求めるのであれば、自らを雇用した

政府部門の臨時の資金から対価が支払われるこ

とを期待すべきであり、秘密契約の性質上、訴

訟により関連事実が明らかになること自体が契

約違反を構成することになるので、連邦請求裁

判所においてその支払を求める訴訟を提起する

ことはできないと判示した'8)。

ｍＣｌＡとアンダー・カバー・エージェントとの

間の契約への適用

以下では、トッテン事件判決の法理が、その

後、CIAが外国人のエージェントと締結した契約

に関して、どのように適用されていったのかを、

概観する。

ＢＤｅＡｒｎａｕｄｖ・UnitedStates事件連邦最高

裁判決

ここでは、同時期に連邦最高裁判所が下した

ＤｅＡｍａｕｄｖ､UnitedStates事件判決'9)をみてお

くことにする。この事件も、南北戦争の時期に

自らが行った情報収集業務の対価の支払いを求

めて、連邦請求裁判所に提起された訴訟である。

1861年８月、ド・アルノー氏は、ジョン・フ

リーモン少将と契約を締結した。この契約では、

ド・アルノー氏は、①南軍が支配する地域

(Confederatelines）に入り、②反乱軍の陣地と

彼らが占領している戦略的位置を確認するため、

ケンタッキー州、テネシー州、ミズーリ州にお

ける情勢を観察し、③将軍に対して、敵の動き

に対処するために北軍がとるべき必要な行動を

アドバイスするとともに、北軍の進軍を促進し、

敵を攻撃して撃退するための助言を行うことを

約束している201.

1861年９月初旬、ド・アルノー氏は、ユリシ

ーズ・グラント陸軍准将に情報を提供し、北軍

は、この情報に基づいて、南軍よりも先にケン

タッキー州のバデューカに進軍することができ

た21)。その結果、彼は、フリーモン少将の命令

により６百ドルの対価を受け取ったが、これを

不服として1862年１月にリンカーン大統領に３

千６百ドルの支払いを請求している塾)。

リンカーン大統領は戦争大臣（Secretaryof

War）にこの請求書を送付し、同大臣はド・ア

ルノー氏に２千ドルの追加支払いをおこなった。

同氏は、その後、1861年に頭部に負傷したこと

が原因となって精神障害を引き起こし、1886年

に一応の回復を果たして訴訟を提起した幻)。し

ＡＡＨ､Simrickv,UnitedStates事件判決

Ａ・ＨＳｉｍｒｉｃｋｖ､UnitedStates事件判決25)は、

次のような事実関係に基づく事件である。原告

のシムリック氏は、1969年から1976年にかけて

国務省とCIAと契約を締結して、CIAのカバー・

エージェント（coveragent）として働いた26)。

この契約では、①政府（被告）は、シムリック

氏（原告）に最初の報酬として、５千ドルを支

払うこと、②被告は、原告に年２万ドルの給与

を支払うこと、③原告は、CIAのカバー・エージ

ェントとして働きCIAに情報を提供するために、

モーリシャスでビジネスを営むこと、④原告は、

被告に現地事務所と身分証明バッチを提供する

こと、⑤原告は、モーリシャスにおけるCIAのた

めの会合場所を提供すること、⑥被告は、原告

の会社がモーリシャスで生産する製品をすべて

適切な市場価格で買い取るとともに、原告のモ

ーリシャスにおける会社を完全にサポートする

こと、および、⑦被告は、原告が要する引越し

費用の全てを支払うこと、が約束されていた2?)。

原告は、この訴訟において、以下のように主

張した。まず、①原告は、上記の契約義務を遂

行し、ネクタイを製造販売する２つの会社を設

立したが、②被告は、1978年に総額９千３百ド

ルを支払って以降、原告からの支払い請求に応

じず、③原告は、本契約を遂行するために、２１

万９千ドル以上の負債を抱えたとして、本契約

に基づく傾務の支払いを請求した。これに対し

て、被告は、トッテン事件判決の法理に基づい

て、訴えの却下を申し立てた2''１。

これに対して原告は、彼は経営者としてこの
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契約に基づく請求を行っており、この訴訟にお

いて開示しなければならない秘密情報はほとん

どないことから、トッテン事件判決が本件に適

用されることはないと再抗弁した鯛)。

しかし、連邦請求裁判所は、本件はトッテン

事件判決の法理に従って判断されるべきである

として、もしも当事者間に契約が存在していた

のであれば、同契約は、原告に重要なアンダー・

カバー・インテリジェンス業務を行うことを求

めていたのであり、このような契約の当事者は、

その業務内容を他言してはならないということ

を理解していたと考えるべきであり、原告は、

この機密を明かすことはできないと判示してい

る30)。

ＣＧｕｏｎｇｖ・UnitedStates事件判決

Ｇｕｏｎｇｖ・UnitedStates事件判決は3s)、次のよ

うな事件である。ベトナム人のブ・ドク・グオ

ン（VUDucGuong）氏は、CIAに、北ベトナム

に対する「機密軍事作戦（covertmilitalyopera二
tion)」の一部に参加するための要員としてリク

ルートされ、1962年に雇用契約を締結した雛)。こ

の雇用契約では、その業務遂行に対する対価を

受けるとともに、もしも敵の支配領域内で拘束

された場合には、米国政府は彼を救出するとい

う約束がなされていた。また、もしもこの救出

作戦が失敗に終わった場合には、同氏の妻が、

その抑留期間中、対価を受け取り続けることが

できると合意されていた37)。

グオン氏は、北ベトナムのギアング河口にお

ける破壊工作活動のさなか、1964年３月15日に

北ベトナム軍により拘束された38)。米国国防総

省は、1964年までに、北ベトナムに対するＣＩＡ

による工作を統合したが、同省はグオンを救出

しなかったばかりか、グオン氏の妻に対する支

払いも1965年に停止した39)。

同氏は、北ベトナムの刑務所に約16年間拘束

されたのち脱走した側)。彼は妻と再会したのち、

1980年にベトナムを去り、最終的には米国に到

着したい)。

同氏は1986年に米国政府に対する訴訟を連邦

請求裁判所に提起し、①契約上の債務不履行に

よる未払金として、利子・インフレ分を含めて

449,201.45ドルの支払いを求めるとともに、

②北ベトナム刑務所からの救出がなされなかっ

たことに対する補償として、２千百万ドルの支

払いを求めた。これに対して、米国政府は、ト

ッテン事件判決の法理に基づいて、訴えの却下

を申し立てた42)。

連邦請求裁判所は、トッテン事件判決の守秘

原則の下では、原告による金銭賠償請求の主張

は認められないとして、連邦政府による申立て

を認め、訴えを却下する判決を下した③。原告

は、この判決を不服として、連邦巡回区控訴裁

判所に上訴した。

この上訴審で、上訴人は、彼が破壊工作で果

たした役割には、船舶の爆破が含まれており、

その性質から秘密のままであるわけにはいかな

BMackowskiv･UnitedStates事件判決

MackowskivUnitedStates事件判決３１１におい

ても、やはりトッテン事件判決の法理の適用が

問題となった。

この事件の原告は女性であり、キューバにお

けるスパイ活動を行うためにＣＩＡに雇われたエ

ージェントであった。原告の主張によれば、１９６４

年12月からその業務を開始し、1977年にキュー

バの刑務所から釈放されるまでの期間が業務遂

行期間であると主張している。そして、原告は、

その経費、医療費、障害を負ったことに関する

補償、社会保障費用などがいまだ支払われてい

いないとして米国政府を相手取り、連邦請求裁

判所に訴訟を提起した。被告は、トッテン事件

判決の法理に従い、この訴訟の却下を申し立て

た32)。裁判所は、原告は機密情報を開示せずに

本件訴訟を争うことはできないため、トッテン

事件判決に従い、本件訴訟を争うことはできな

いと判示した麺)。

原告は、自分がフランク・チャーチ上院議員

の努力によりキューバ政府の刑務所から開放さ

れたことから、この事件に関する事実関係は、

既に一般に広く知られているものであるので、

連邦政府はトッテン事件判決に基づく抗弁を放

棄したと主張したが、この主張も認められなか

った鋼)。
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させられたという。原告は、その後イスラエル

に送り返されたが、イスラエルのセキュリティ・

サービスがこのスパイ活動に気がつきはじめた

ため、彼の出身国であるポーランドに逃げた。

その後、何度か米国を訪れたが、健康状態から

仕事に復帰することはできなかった551。

1992年４月に、原告はポーランドの米国大使

館に健康維持に必要な費用として30万ドルと月

２千ドルの退職年金の支払いを請求する通知を

提出した。しかし、CIAから何の返答もなかった

ことから、その後も２度ほど同大使館に請求書

を提出している。1995年に原告は米国に入国し、

弁護士を雇い、CIAへの請求を行い、CIAの担当

者との会合をもつに至ったが、原告の望む解決

は得られなかった。その後も、別の弁護士を雇

って情報自由法に基づいて自らが締結した契約

書の情報公開請求を行ったが、機密情報である

ことを理由に非開示処分とされた錨)。

原告は1995年から1998年までポーランドに滞

在した後、妻と一緒に米国に入国して、政治亡

命を求めた。それ以後、国外退去のための手続

にまわされ、現在も係争中である。その後も弁

護士を通じて、CIAとのコンタクトをとったが、

何の応答もなかった。このように、原告は、ＣＩＡ

と締結したスパイ契約に基づく報酬について、

CIAに見直しを求めようと７年間にわたり努力し

たが応答がなかったことから571、この訴訟を提

起した鍋)ｃ

連邦政府は、本件における主張の一部として、

トッテン事件判決の法理の基づいて、この訴え

を却下する申立てをおこなった59)。これに対し

て原告は、自らの請求が憲法上の適正手続に基

づくものであるので、本件には同法理の適用は

ないと主張している60)。

ニューヨーク州東地区連邦裁判所は、原告は、

CIAから行政上の聴聞や再審手続に関する説明を

受けておらず、また、これを信頼したという事

実がないことから、適正手続に関する主張を認

めなかったGII。原告は、また、この訴訟におい

ていかなる機密情報が開示される必要はないと

して、トッテン事件判決の法理が適用されるこ

とはないと主張したが、裁判所は、原告はこの

訴訟において、指名不詳の原告として争う手続

いことから、彼の請求にかかわる事実は秘密に

該当しないと主張した44)。そして、すでに相当

の時間が経過したことから、この訴訟により現

在の政府の秘密が明らかになるわけではなく、

また、この作戦に関与した元CIA職員や軍人が、

すでにその内容を公表していると主張した幅)。

連邦巡回区控訴裁判所は、これらの主張をす

べて認めず、トッテン事件判決の法理を適用し

た‘6)。本裁判所は、上訴人は、政府の機密を開

示するか、あるいは、漏洩しない限り、本件訴

訟で勝訴することはできず仰)、同人がCIAと締結

した契約はその性質から秘密のものであり、よ

って、トッテン事件判決の法理が適用されると

判断したのである481。

DKielczynskiv・ＵＳ､ＣｌＡ事件判決

Kielczynskiv・ｕｓ･CIA事件判決`，)の事実関係

は、原告の主張するところによると、以下のと

おりである。CIAは、1985年、イスラエル市民

でその住民であったAndrzejKielczynski氏（原

告）を、リクルートした。当時、原告は、リク

ード中央委員会、外交安全保障委員会、および、

警察・内務委員会のメンバーであった知。

原告は、1985年10月にイスラエルに関する機

密情報をCIAに提供する見返りとして、月３千ド

ルの報酬、経費を払い戻し、米国籍の取得、医

療保険・年金の受給を約束した契約を締結した。

ただし、原告は、この契約書の写しを受け取っ

ておらず、また、その契約期間についても特定

されていなかった叩。

原告は、CIAとの契約を、1991年まで忠実に

遂行したと主張した。原告が提供した非常に重

要な機密情報の中には、ジョナサン・ポラード

(JonathanPollard）事件52)、イスラエルの核兵器

の配置場所、米国による援助の使い道などの情

報が含まれていたという露)。Kielczynski氏はCIA

のために1991年までスパイ業務を行い、また、

彼の訴状によれば、CIAは、CIAの医師がかれを

糖尿病であると診断した後、不正に契約を解除

したという別)。

原告の主張によると、彼はその後、CIAのエー

ジェントとニューヨークで会合をもち、糖尿病

の治療費に関して5万ドルを受け取る契約に署名
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をとっておらず、また、これまでの証拠開示手

続等でも秘密保持に必要な保議をしてこなかっ

たことから、この主張を認めなかった雌)。そし

て、ある情報が秘密であるかどうかを決定する

のは合衆国政府であるとして国)、原告の訴えを

却下した")。

人的安全と財政的保障を与えると約束した71)。そ

して、これらのエージェントたちは、原告夫妻

に対して、これらの援助は「法により要求され

ている」ものであり72)、かつ、CIAで最高権限を

もつ者から承認を得ているとの説明をした。こ

のため、同夫妻は、いやいやながらも、米国の

スパイとなることに合意して契約を締結した両)。

そして、原告は、スパイ契約で求められてい

る最初の任務を遂行したのち、CIAに対して、約

束を履行するように求めた汎)。しかし、CIAは、

原告に、続けてスパイ行為を行うように要求し、

原告が暗殺される可能性のある状況にさらして

圧力をかけた。そして最終的には、原告夫妻は

CIAのPL-110プログラムに基づいて、米国に送

られた７５１。

原告夫妻には、米国で虚偽の身分と経歴が与

えられ、引退者として暮らしていけるように、

住居、健康保険、年金が付与された?`)。また、原

告が働きたいと主張したことから両)、CIAは、原

告に、虚偽の身分証明書、経歴書、推薦状を準

備した。原告は、これらの書類に基づいて、１９８７

年にワシントン州シアトルの銀行で職を得るこ

とができた?8)。

CIAはその後も、原告夫妻に、住居と年金を含

めた利益を提供し続けたｱ,)。この年金は、原告

の給与が上昇するのに合わせて減額され、給与

が２万７千ドルに達した1989年に打ち切られた。

しかしながら、CIAは、原告夫妻に対して、原告

が失噸した場合にはこの給付が再開され、CIAは

いつでも彼らの助けになることを約束した801。

1997年、原告は、勤めていた銀行が合併され

たことにより職を失った81)。そして、原告の経

歴等が虚偽のものであり、また、CIAから就労で

きる職種に制限が課せられていたことから、新

たに職を見つけることができなかった821。原告

は、CIAに援助を求めたが、拒否された田)。この

ため、原告夫妻は、当初約束された給付等の再

開を求めて、CIAへの接触を試みた")。しかし、

同夫妻からの電話や手紙に対して、CIAは、４ヶ

月もの間、何の応答もしなかった。そして、や

っとCIAから届いた手紙の中には、原告夫妻が米

国に貢献したことに感謝が記されていたものの、

｢予算上の制限」から、もはや同夫妻を助けるこ

ETenetvDoe事件連邦最高裁判決

lこの事件の背景

最後に、Tenetv・Doe事件連邦最高裁判決65）

を検討する。この判決は、外国の外交官がカバ

ー・エージェントとして活動した事件が、連邦

最高裁判所において争われたものである。

このテネット事件判決における原告の判決名

表示からわかるとおり、JohnandJaneDoe（氏

名不詳の原告、以下、「原告夫妻｣。夫のみの場

合は、「原告」という）は、この訴訟を提起する

にあたり、原告夫妻が機密情報に言及する場合

には、司法審査においてそのような情報が開示

されないための手続を当初から採用していた鰯)。

また、同夫妻は、スパイ契約に基づく一般的な

請求では却下されることが明白であることから、

これを回避する目的で、連邦懸法上の適正手続

保障を争点の中心に据えている。このため、ト

ッテン事件判決の法理がこのような場合にまで

適用されるのかどうか、すなわち、同判決の射

程が正面から争われたのである。

２事実関係

この事件の事実関係は、次のとおりである。

冷戦期間中、原告は、ある東側共産国の著名な

外交官であった６７)。また、原告は、同国で高い

教育を受け、かつ、成功者としての地位を確保

していたが、共産主義には幻滅していた卸。

原告が米国大使館と関係のある人物に近づい

たときに、CIAによる関与が始まった的)。CIAは、

原告が米国との関係を同国から疑われるような

リスクにさらすなどの脅迫的な手法を用いて、

原告が同国にとどまり、米国のためにスパイ行

為を行うように要求した70)。

CIAのエージェントたちは、そのうえで、もし

も原告が米国のスパイとなることに合意すれば、

あとで原告夫妻を米国に移住させ、一生涯の個
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夫妻は、この助言に従って、同委員会への不服

申立をおこなったｌｍ１ｏ同委員会は、原告夫妻と

原告側弁護士に、委員会において口頭で意見を

述べる機会を与えず、また、ガイドライン、記

録やその他の文書へのアクセスへの要求を何度

も否定した。そして、原告夫妻に、中央情報局

長官との和解文書に署名することを条件として、

１年未満の限定された利益を付与すべきであると

の勧告を行った'01)。

同委員会の決定について、原告夫妻は、その

決定内容を記した通知を受け取ることはなかっ

た'021゜この決定内容について、CIA側の弁護士

は、原告側弁護士のひとりに、秘密保持が確保

できる場所において、これを閲覧するのを認め

た103)。この決定内容を読んだ原告側弁護士は、

ヘルムズ前長官による委員会の議事録の閲覧も

許されたが、そこには、原告夫妻をリクルート

し、仕事をさせ、また、米国での定住に関与し

た３人のエージェントの証言が記されていた'0ｲ)。

この証言に中で、１人のエージェントは、原告

夫妻に対して、PL-110に基づく地位は、個人の

安全と経済上の保証を一生涯にわたって行うこ

とにあると告げた、と証言していた噸)。

原告夫妻は、最終的にヘルムズ委員会が勧告

した和解文書に署名しないことを決め、その結

果、１年間分の利益を失うことになった1ｍ。同

夫妻は、このように、約３年半にわたり、CIAの

内部手続に従って契約違反問題を解決しようと

努力した後、ワシントン州西地区連邦地裁に訴

訟を提起した１Ｗ)。

とができないと述べられていた錨)。

原告は、高齢であり、以前からかかえていた

健康問題も悪化した86)。生活を維持していくた

め、原告夫妻は一時的に米国を離れ、共産圏に

属していた東欧の一国にいた親戚のところに身

を寄せた碗)。

しかし、原告は、同国で、祖国の治安部隊に

発見された餌)。原告夫妻の祖国では、同夫妻に

死刑もしくは終身刑の判決が下されていたため、

2人は身の危険を感じるに至った卿)。さらに、原

告の健康状態が悪化したことから、原告夫妻は

米国に引き返し、蓄えていた貯金を使って暮ら

し始めた901。

原告夫妻は、CIAから約束されていた援助につ

いて、期待していた回答が得られなかったこと

から、無報酬で働いてくれる弁謹士（以下、「原

告側弁護士」という）の助けを求めることにし

た，')。原告側弁識士の問い合わせに対して、ＣＩＡ

の弁護士は、CIAが原告夫妻にもはやいかなる種

類の利益も供与しない理由は、CIAが同夫妻にす

でに十分に報いていると考えているからである

と説明し蛇)、かつて原告夫妻が告げられた予算

による制限については一切言及しなかった兜)。

その一方、このCIAの弁護士は、CIAによるこ

の処分に対して、原告夫妻は、中央情報局長官

(DCI）に不服申し立てを行うことができるとの

助言を与えた9$)。このため、原告夫妻は、その

後CIAに対して、この不服申立手続きのガイドラ

イン、関係する記録、文書、外国人たる地位に

関する規定、関連する個人に関する情報を送付

するように何度も求めたが、すべて否定または

無視された9s)。原告夫妻は、また、CIA監査総監

(InspectorGene1nl）に調査を求めた961゜しかし、

同夫妻は、当該監査総監から、何の返答も得ら

れなかった'7)。そして、結局のところ、この夫

妻の中央情報局長官への不服申立は、同長官に

よってではなく、業務統括副長官（Deputy

Di1℃ctorofOperations（DDO)）によって却下

された蝿)。

その後、CIAの弁護士は、原告夫妻に、業務統

括副長官が下した決定に対する不服申立を、リ

チャード・ヘルムズ前CIA長官，，)が議長を務める

委員会に対して行うことができると助言し、同

３連邦地裁判決

原告夫妻は、CIAが、その内部手続により原告

夫妻の請求を適正に審査せず、その結果、連邦

政府から実質的権利および適正手続に関する権

利を侵害されたと主張した。そして、原告夫妻

は、CIAに対する月ごとの経済援助を再開するよ

うに命じる判決と１０s)、CIAが連邦憲法において適

切な審査手続を行っておらず、よって、最低限

の適正手続規定を定める義務があることについ

て宣言する判決とをもとめた'０，)。

これに対して、CIAは、請求の却下を求める申

立をおこなったno)。原告夫妻の請求により、ＣＩＡ
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との間の契約が争点となれば、機密情報を開示

することになる恐れがあるため、トッテン事件

判決の法理に従って、速やかに却下されるべき

であるというのがその根拠であった''1)。CIAは、

さらに、本件の裁判管轄につき、原告夫妻の請

求は連邦政府に対する契約に関するものである

ことから、タッカー法(TuckerAct)に基づいて、

連邦請求裁判所に管轄権があると主張した''2)。

連邦地方裁判所は、原告夫妻のいくつのかの

請求を却下した一方で、CIAによるトッテン事件

判決の法理に基づく請求却下の申立を認めず、

適正手続に関する原告夫妻の請求については、

エクイティ上の命令的・宣言的判決による救済

が求められていることから、この裁判所で審理

を行うことができると判示した''3)。

連邦地裁は、CIAが新たに提出した訴え却下の

申立と、正式事実審理を経ないでなされる判決

を求める申立のいずれも認めなかったが、中間

上訴を認め、以後の手続を中断したIMI。

るのかにかかわらず、ほとんどの場合において、

一定の適正手続が保障されると判示した'２０)。

同裁判所が、このような判断を下したのは、

トッテン事件判決の法理を司法判断を一切認めな

いという法理としてではなく、当該情報の開示が

国家安全保障に負の影響をもたらす場合には、そ

の開示を認めないという国家秘密保持特権を基礎

づける先例として理解したためである'2')。同裁

判所は、国家秘密保持特権の下では、原告夫妻

の請求は一律に却下されるわけではなく、その

連邦憲法に基づく適正手続に関する請求が、国

家安全保障に関する利益を開示した場合に生じ

る可能性のある不利益を上回るか否かという比

較衡量に基づく考察がなされることになる、と

判示したI露'。

そして、同裁判所は、トッテン事件判決の法

理で重視されている公共政策（pubUcpoUcy）に
関する議論に目を向け、同法理は、国家機密保

持特権が形成される過程の一事例であると捉え

た上で")、本件の審理が国家安全保障を危機に

さらすものであるか否かという問題を判断する

ために、UnitedStatesv・Reynolds事件連邦最高

裁判決'2‘)に依拠している。この判決では、連邦

政府は、国家安全保障に関する利益が明らかに

されてしまうという理由に基づいて、どの程度、

証拠開示請求を拒むことができるかという争点

に関する判断が下されている'25)。

連邦第９巡回区控訴裁判所は、Reynolds事件

連邦最高裁判決では、国家安全保障にかかわる

機密を、証拠開示手法により十分に保護するこ

とができるか否かの判断が求められているので

あって、もしこれが肯定されるのであれば、訴

訟手続を行うことができると結論付けている'２６)。

このため、連邦第９巡回区控訴裁判所は、本事

件においては、原審が本案審理の間に起きる可

能性がある国家安全保障に関する利益を保讃す

るための十分な証拠開示上の安全策が存在する

ことから、審理を継続することが可能であった

という結論に達したと言える。

連邦第９巡回区控訴裁判所は、CIAによる再弁

論の申立と、予備的になされた大法廷での再審

査の申立を却下した､)。その後、連邦最高裁は、

裁量上訴の申立を認めた1劃。

４連邦第９巡回区控訴裁判所判決

連邦第９巡回区控訴裁判所は、請求の一部を

認容し、一部を棄却したうえで、連邦地裁に審

理を差し戻した''5)。

この控訴審判決において、同裁判所は、原告

夫妻による契約に関する請求は、タッカー法に

服すると判示したものの''6)、それ以外の請求に

関しては、連邦地裁に適切な裁判管轄権がある

と判示している''7)。その上で、原告夫妻は単純

に秘密契約の執行を求めているのではなく、ま

た、いかなる機密情報も開示していないので、

トッテン事件判決の法理の下でも、その請求が

却下されることにはならないと判示した''8)。実

際、原告夫妻は、CIAの「公開ファイル」により

承認されている文書上の情報だけに限って、注

意深く証拠開示をおこなっていた'1,)。

同裁判所は、原告夫妻の適正手続に関する請

求について、国家の機密保持特権が適用される

ことを認めた上で、トッテン事件連邦最高裁判

決以降、連邦憲法において認められる個人の自

由・財産にかかわる適正手続を確保する判例法

理は発展してきており、対象が秘密のものであ

るか、また、司法手続によるのか行政手続によ
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５連邦最高裁判所判決

連邦最高裁は、裁判官全員が一致して、連邦

第９巡回区控訴裁判所の判決を棄却し、トッテ

ン事件判決の法理の下で、スパイ契約を前提と

して連邦政府に訴訟を提起することは、その訴

因にかかわらず、すべて認められないと判示し

た129)。これは、トッテン事件判決の法理の下で

は、スパイ契約違反による債務支払請求が認め

られないばかりではなく、適正手続やエクイテ

ィ上の禁反言の法理に基づく請求も認められな

いということを意味する、)。

最高裁は、その理由として、トッテン事件連

邦最高裁判決における、そのような訴訟は、「公

共政策により、司法裁判所におけるいかなる訴

訟の提起も禁じられる」という部分を強調して

いる'3M。その結果、「連邦政府との秘密のスパイ

行為に関する関係」を前提とした訴訟は、たと

え請求者が、外見上懸法に基づく請求をおこな

っている場合であっても、その請求は却下され

ると判示したのである132)。

なお、連邦最高裁は、原審の連邦第９巡回区

控訴裁判所が、UnitedStatesvReynolds事件最

高裁判決に依拠している点について、同判決は、

訴えの却下を一律的に認めるトッテン事件判決

の法理を、機密スパイが関与する事件において

も、国家情報秘匿特権による比較衡量を行うよ

うにすることを認めたものと解釈することはで

きないと判示している'33)。

トッテン事件判決の法理と、この国家情報秘匿

特権との違いが明らかにされている。

連邦最高裁判所は、国家情報秘匿特権が、トッ

テン事件判決にルーツがあると認識している1劃。

そして、トッテン事件判決の法理は、法により

機密とされる事項の開示に不可避的につながる

訴えを一切認めない法理であることが確認され

ている'ｲ゜)。このため、トッテン事件判決の法理

は、このような情報開示が含まれる訴えそのも

のを、訴答段階において却下する効果を伴うこ

とになる'４１)。このような法理は、スパイが関係

する事件のように、その請求の実体そのものが、

国家機密であるような場合に適用されるべきも

のである'４２)。これに対して、国家情報秘匿特権

は、トッテン事件判決の法理で認められている

絶対的保護を提供するものではない"３１。訴えそ

のものを却下するのではなく、国家に情報秘匿

特権が認められる情報を保護する証拠法上のル

ールであるｗ)。

この区別から言えることは、それ自体が国家

機密であるものに対して適用のあるトッテン事

件の判決法理を、単に国家情報秘匿特権により

保議すれば足りる情報に関する事件に対してま

で適用すべきではないという点にあろうＭ３)。

Ｂトッテン事件判決の法理の問題点に関する

改善提案

連邦最高裁が示したように、トッテン事件判

決の法理は、それ自体が国家機密に該当するよ

うな契約の存在そのものを、訴訟から保護する

という機能を果たすものである。しかし、同法

理の適用を、このような場合に限定した場合に

おいても、逆に国家安全保障上の利益に反する

効果を生む可能性がある。すなわち、TenetM

Doe事件で明らかになったように、自らの生命

に関するリスクを負ってまでスパイ活動に従事

した者に対して、米国が冷淡な扱いをしている

ことが明らかになったことで、将来、米国のた

めにスパイ活動を行うことを了解する者が減少

する恐れがある'``)。これでは、スパイ活動等に

よりもたらされる情報が将来的に欠如する可能

性すら否定できない。

政府は、理論的には、トッテン事件判決の法

Ⅳテネット事件最高裁判決の分析

Ａトッテン判決の法理と国家情報秘匿特権の

差異

国家情報秘匿特権（state-secretsprivilege)】鋤）

は、コモンローで形成された法原則で、これを

主張できるのは政府だけであり'36)、国家安全保

障上の利益を保護することを目的としている１３７１。

この情報秘匿特権により、政府は、「証拠開示を

強制することで国家安全保障の利益にかかわる

軍事的な事柄を公開することになる合理的な危

険性があることから、それを明らかにすべきで

ない」場合、その証拠開示請求を拒絶すること

が認められているｌ３ｌｍ。

Tmetv､Doe事件連邦最高裁判決においては、
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理を次の３つの場合のいずれの場合においても

利用することができる。それは、①項末な請求

を却下しようとする場合、②実質的な訴訟原因

があるものを却下しようとする場合、③司法判

断により契約の不明確性が明らかにされたり、

政府の秘密を暴露するという脅迫（gmymail）を

回避しようとする場合である。

最初の項末な請求に関して言えば、たとえト

ッテン事件判決の法理が存在しない場合であっ

ても、通常の司法手続により政府の利益を保護

することが可能であるｗ)。政府に対して墳末な

請求がなされた場合、政府は、正式事実審理を

経ることなく、請求を却下することができる。

このため、これにより国家安全保障に関する利

益が損なわれることはないと考えられる。そも

そも、秘密契約が存在しなければ、機密が公表

されるリスクも存在しない。したがって、裁判

所は、このような場合にまで、政府にトッテン

事件判決の法理を利用することを認めるべきで

はない。

次に、第２の場合については、確かに、トッ

テン事件判決の法理の本来の適用目的である機

密契約に基づく請求を却下するために必要であ

ると言える。しかし、このような適用により、

既に述べた将来のスパイ活動の担い手が減少し、

結果として国家安全保障上の利益を損なう恐れ

もある。

第３の場合においても、トッテン事件判決の

法理を適用すべき場合があろう。なぜなら、既

存のスパイ契約に基づいて、政府が誠実にその

義務を履行している場合であっても、実質的な

紛争が生じる可能性はあるためである,ｲ８１°たと

えば、スパイ活動や機密工作の担当者が、秘密

契約における暖昧な条件の解釈について、司法

判断を求める可能性は存在している,４，１。また、

政府が非常に明確な条件の契約を起案すること

で、このような紛争を回避しようとしても、ス

パイの側から機密条件を開示するという脅迫が

なされる可能性は拭いされない。このような脅

しに関して言えば、トッテン事件判決の法理は、

一定の有効性が残されていると言えよう。

連邦行政機関が、これらの事態に総合的に対

処するためには、機密工作活動等の実施におい

てスパイ等を請負人として使用する場合におい

て、内部的な紛争処理手続を充実させるほかは

なかろう。特に、中立的な第三者を立てて解決

に当たらせるとともに、機密工作活動に従事し

た者が、この手続過程において、自らの選択で

弁護士を選任できるようにすべきである。もち

ろん、このような中立的な第三者や弁護士をふ

くめ、全ての参加当事者が、適切なセキュリテ

ィ・クリアランスを経ていることが要件となろ

う。

もちろん、連邦行政機関内部に、このような

紛争解決手続を定めて実施した場合であっても、

これに基づいて不服申立を行った全ての当事者

による請求を満足させることはできない。した

がって、機密情報が外部において開示される可

能性を完全に消し去ることは不可能である。し

かしながら、このような内部手続の整備により、

機密工作活動に従事する者の守秘に関するイン

センティブが向上することは間違いなかろう。

このような手続を整備した上で、トッテン事件

判決の法理は、ある意味、最後の手段として用

いられるべきであり、現在よりも、その適用可

能性の射程を狭くするべきではないだろうか。

さらに、政府の情報機密活動に対する連邦議

会の民主的統制を維持し、機密工作活動に従事

した者にさらなる機会を与える方策として、連

邦議会に、一定の申立ができる権利を認める制

度を樹築することも考えられる。これまで提出

されている法案の中にも、このような考え方を

とるものがある'50)。この法案を提出した議員は、

このような立法を制定することで、世界に対し

て、米国は、自由と民主主義のために自らの生

命を危険にさらした者を決して忘れるような国

家ではないというメッセージを送ることができ

ると述べている'51)。一考に価するシステムであ

ると言えるであろう。
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α"ｄＧｏｌ'emmB"'ＣＯ"rmcLsJqDq/imseqf7b"e〃

v､UmtedSrq花,1997ARMYLIw､９（1997)．

米国のインテリジェンス組織としては、中央情

報長官室（OfficeoftheDirectorofCentral

Intelligence)、中央情報局（Centmllntemgence

Agency,CIA)、国家安全保障局（National

SecurityAgency,NSA)、国防情報局（Defense

lntelligenceAgency,DIA)、国家画像地図局

（NationallmageryandMappmgAgency， 

NIMA)、国家偵察局（NationalReconnaissmce

Office,NRO)、国防省内のその他の組織、軍（陸

軍、海軍、空軍、海兵隊)、連邦捜査局（Federal

Bureauoflnvestigation,FBI)、財務省、沿岸警

備隊（CoastGuard）エネルギー省の各情報関

連組織、国務省インテリジェンス・調査局

(BureauoflntemgenceandResearch)、および、

その他、大統領ないし中央情報長官及び各省・

庁の長官によって認められた庁の組織が挙げら

れる。新田紀子「第四章インテリジェンス活動

に対する監査（oversight）制度」日本国際問題

研究所「米国の諜報体制と市民社会に関する調

査」５０頁以下（2003年)。

UnitedStatesv､CurtissPWrightExportC0,., 

299ｕｓ､304,319-20（1936)． 

比ｅＵ.S､ConsLarLII,２，ｃＬ２、

USConst・art611,1,ＣＬ１;id・art､11,2,ｃｌｌ・

比eAJohnRadsan,ＳＢＣＣ'1.-G脚e"i'zgrheSPy‐

'"ａＪｊｅｒｓｗｊﾉﾉｔロルdicjaノＲｏｌＢｉ〃EJpio"Ｑｇｅ

Ｄｅロノs,9110ＷＡＬＲＥＶ､1259（2006）

NationalSecurityActofl947,ＰｕｂＬＮｏ､80253, 

61ｓtat495,498（codinedasamendedinscat 

teredsectionsof50US・ＣＣＡ.ノゴ（2000));sｅｅ

５０ＵＳＣ４０３－３（c）(6)，（｡）(1)－(5)（2000)． 

連邦議会は、国家安全保障法を、2004年インテ

リジェンス改革およびテロリズム防止法（Pub．

ＬNo.108458,118ｓtat,3638（2004)）により改

正している。この新法の1101条（a）項（５０

ＵＳＣＡ４０３－ｌ（i）（１）（2006)）は、中央情報

局長官が持っていた情報源や方法の秘匿義務を

新たに創設された国家情報長官（Directorof

Nationallntelligence（ＤＮＩ)）に移している。本

稿で主たる分析の対象となるTenetv・Doe事件

職高裁判決は、このDNIが創設される前の事件

である。

このトッテン判決は、この契約の黙示的非開示

合意のみならず、政府の情報非開示特権を公共

政策として認めるべきだとする理由も示してい

る。これは、本リサーチのテーマとは直接的に

註

１）法律上のインテリジェンスの定義は、1947年国

家安全保障法においてなされている。See

NationalSeculityActofl947,§３(1)－(3)（as 

amended),５０ｕｓ.C・§401ａ(1)－(3)（2006)．

しかし、専門家の定義は、法的定義よりも広く、

インテリジェンスによりもたらされる情報を、

「政策決定者が、具体的行動を選択する前に知っ

ておくべき情報」というように定義されるのが

普通である。SeeHarryHoweRansom,ＣＯ"

gresJα"ｄｒｈｅｌ"re〃jge"ceAge"ci“，３２PRoc．

ＡCAD・PCL､ＳＣＬ153,154（1975)．しかし、インテ

リジェンスの定義いかんによらず、米国では、

インテリジェンスによりもたらされる情報、過

程、使命、および組織は、米国の「国防の最前

線（nrstlineofdefense)」であると広く認識さ

れている。SeeLocHKJoHNsoN,SEcRETAGENc【ES：

ＵＳ・INmILIGENcEINAHosmEWORID7（1996)．

２）国家のインテリジェンス活動に関しては、近年、

わが国でも多くの書籍が刊行されるようになっ

た。実務責任者が一般の読者向けに書いた書籍

としては、たとえば、太田文雄「インテリジェ

ンスと国際情勢分析」（芙蓉書房出版、2007年)、

同「｢情報」と国家戦略」（芙蓉書房出版、２００５

年)、大森義夫「日本のインテリジェンス機関」

（文藝春秋、2005年)、同「国家と情報一日本の

国益を守るために」（ワック、2006年）がある。

３）本稿の記述にあたっては、以下の文献を参照し

た。TylerBrochstein,Ｔｈｅ九"e〃Docrri"ｅＪｈ

ｒｈｅＰ皿巾oseBeﾉｉｉ"ｄ７ｂ"enML4?,４４ＨｏｕｓＬ

ＲＥｖ､6５（2007);AmandaFrost,７７ieSmleSecだ！＄

Ｐ"WkgeQ'ldSeplmio'zqfPowe耐,７５FoRDHAM

LREM1931（2007);DouglasKash＆Matthew 

lndrisano,ﾉnthどSBrWceq/・SBcretsJmhe〔ﾉ.S・

Sldp花川eCtmrrReWsiJWbrre",３９J・MARsHAILL

REv､４７５（2006)；AnnHollyLMcPherson， 

ｍｅ"erlﾉ.ＤｏａＢｑﾉﾛ"cj"９ＭJ"o"αﾉSecH〃０，α"。

α"/、C/SjoSPy,２８HAwAIILREv､２０１（2005)；

HetherwickPumphrey,SpiesBarred/)ｗ〃

ＥﾉﾘiDrci"gEsPio"αgeAgree"ｌｅＪｌＪｓｗｉｊｈｒＡｅ 

Ｕ"iにｄＳｌα［ｅｓ‐たＰｚａｖ・Doe，１２５s・Ｃｆ、ノ230

（2005)，２gSuFFoLKTRANsNATLL､REV､３７１ 

（2006);AJohnRadsan,ＳＢＣＣ"`-Ｇ[ｲessi"８１ﾉｉｅ 

Ｓｐ)wmsr巴澗ｗ"/iα血diciqﾉＲｏ化i〃Ｅ”jo"ｑｇｅ

ＤｅＱﾉs,９１１owALREv､１２５９（2006）；ＥｒｉｎＭ・

Stilp,TheMilitaryandState-SecretsPrivilege： 

Ｔ７ｌｅＱｚｲﾉα/ｙＥｘｐｑ"｡i"ｇPower,５５Ｃ八rH・ＵＬ

ＲＥｖ､８３１（2006);ＫｅｌｌｙＤ・Wheaton,Spyc烟〃

4） 

5） 
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関係しない手続法上の理由であるので、本稿で

は、トッテン判決との差異について説明するに

とどめ、それ以上は言及しない。この点につい

ては、拙稿「国家機密情報に関する政府の情報

秘匿特権一米国における刑事訴訟手続、軍事証

拠規則、軍事委員会および、テロに関与する外

国人の強制退去等の出入国管理における機密証

拠の非開示手続とわが国への示唆一」防衛法学

29号163頁以下を参照のこと。

92ｕｓ､105（1876)． 

125ｓ・ＣＬ１２３０（2005)．

Totten,９２ＵＳ・atlO5-06．

〃・ａｔ106．

〃．

〃．

〃・atlO6-O7・

hf 

l51US483,493（1894)． 

〃､ａｔ484-85．

〃・ａｔ485．

ﾉﾋｆａｔ486-87． 

〃・ａｔ489．

ｎｉａｔ４９６ 

２２４Ｃｔｂｄ､724（1980)． 

〃．

〃．

〃．

〃・at726

Jd．（9脚o""gTotten,Administratorv・United

States,92ｕｓ105,106（1875))． 

228ｃｔ・Ｃｌ717,718（1981)．

〃､ａｔ718．

〃・ａｔ７２ｑ

Ａｆａｔ７１９、

860Ｆ､2.1063（FedCir1988)． 

〃､atlO64．

〃・

皿．

〃．

〃．

〃．

〃．

〃．

〃・ａｔ1065.

m． 

〃・atlO65-67．

〃・atlO66．

〃・atlO65-66．

１
１
１
１
 

９
０
１
２
 

４
５
５
５
 

l28ESupp､2.151〈ＥＤＮ.Y､2001)．

〃､atl53．

〃、

この事件は、米国海軍の情報アナリストが、イ

スラエルのスパイとして米国で逮捕・起訴され

た事件で、具体的にどのような情報が手渡され

たかはいまだ公開されていないものの、本人は

イラクのイスラエルに対するミサイルに関する

脅威についての情報だけを渡したとしている。

Ｓｅｅｅ.x,，UnitedStatesvPoUard,７４７Ｆ､Supp、

797（ＤＤＣ､1990)． 

Kielczynski,１２８Ｆ・Ｓｕｐｐ２ｄａｔｌ５３．

“ 

ﾉﾋｆ 

〃､ａｔ153-54.

m､ａｔｌ５４ｄ 

〃､atl53-54．

〃､ａｔ155．

〃・atl63．
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